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医療機関の業務効率化・勤務環境改善に向けた法改定――健保法等改定法案 

 

 

「健康保険法等の一部を改正する法律案」（１１項目）に盛り込まれた「医療機関の業

務効率化・勤務環境改善」に関する法改定内容は大きく４点あります（２０２７年４月１

日施行を予定）。 

 

 

保険医療機関の責務として、業務効率化等の努力規定を新設 

 

 

健保法等改定法案は、保険医療機関の責務として「業務の効率化」「勤務環境の改善」

に取り組むよう「努める」旨の規定を新設しています（健保法第７０条）。 

また、病院・診療所の管理者は、現行の勤務環境改善に関する努力義務に加えて、「業

務の効率化」にも取り組む旨を明確化しています（医療法第３０条）。 

厚生労働省は、「業務効率化・勤務環境改善」に向けて、「業務のＤＸ化」に取り組むよ

う求め、ＩＣＴ機器導入などによる３点を例示しています。 

①スマートフォンによる情報共有の効率化 

チャット機能、ビデオ通話、ファイルの共有などにより、１対１だけでなく、グルー 

プでの一斉の情報共有が可能。 

②見守りカメラ・スマートグラスによる見守り業務の効率化 

患者の同意のもと、病室にカメラを設置し、看護師が装着している スマートグラス 

（カメラ機能付メガネ）から病室の状況を確認。 

③音声入力・バイタルの自動入力・生成ＡＩによる文書自動作成支援 

 

 

「業務効率化・勤務環境改善計画」に取り組む病院の認定制度を新設 

 

 

病院に関しては、「業務効率化・勤務環境改善計画」作成し、計画に基づく「取組の進

捗及び実施の効果に関する評価を行う委員会を設置」している場合、厚労相が当該病院を

認定できる仕組みを設けます。 

この認定制度への病院の申請は任意ですが、認定を受けた病院は「６年間に限り」、厚

労省令で定める「表示をすることが」できるようになります。 
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その一方で「毎年少なくとも１回」、「取組の実施状況を公表しなければならない」とさ 

れています（「地域医療介護総合確保法」第１３条）。 

 

 

医療勤務環境改善支援センターによる業務効率化の助言・指導 

 

 

また、各都道府県に設置された「医療勤務環境改善支援センター」が行っている医療機

関の労務管理の支援に加えて、「業務効率化に係る助言・指導等」も行うよう「努める」

旨を明確化します（医療法第３０条）。 

厚労省は「医療勤務環境改善支援センター」への医業経営コンサルタントの配置も含め

て、「業務のＤＸ化」の助言・指導を行えるような体制を確保していくとしています。 

 

 

地域医療介護総合確保基金による支援 

 

 

新たに地域医療介護総合確保基金（※）に、業務効率化・勤務環境改善に関する事業と

いう新区分を設けます（「地域医療介護総合確保法」第４条、２７年１月１日施行）。 

（※）各都道府県に設置した基金。医療機関や介護事業者から申請を受け付ける補助金 

   の対象事業は６項目（資料１参照）。国が費用の３分の２、都道府県が残りを負担 

する。 

【資料１】 

 

社会保障審議会医療保険部会（２０２６年３月 19日）資料より 
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「業務のＤＸ化」による「医療現場の生産性の向上」を求めているが、医療の質やサービ

スの低下につながりかねない 

 

 

厚労省は、「業務のＤＸ化」による医療現場の「生産性の向上」及び「効率的な配置」に 

よって、人材確保の課題を乗り切れという方針を示しています。 

２６年度診療報酬改定では、ＩＣＴ機器導入などによる「業務のＤＸ化」で看護職員や

医師事務作業補助者の配置基準を削減できるようにしました。 

また、財務省は財政制度等審議会分科会（４月２８日）で、「医療現場の生産性向上」

を求め、「医療現場でのＤＸ・ＡＩの普及・定着が実際に効果を生んでいる医療機関を重

点的に支える財政支援のあり方や報酬上の仕組み」が必要だと主張しています。 

しかし、「業務のＤＸ化」はあくまでも幾つかある手段の一つです。患者に直接対応す

る人員を減らせば、医療の質やサービスの低下につながりかねません。患者と相対するケ

ア労働の強化になる事態も懸念されます。 

厚労省は、医療現場の実態に伴い、どのような内容・手法で「業務効率化・勤務環境改

善」を行えば、医療の質やサービスの向上につながるか具体的に示すことが求められます。 

他方で、ＩＣＴ機器導入などに対応できない、或いは一部しか対応できない医療機関を

置き去りにすることがないように支援する必要があります。 

 

 

認定制度を診療報酬等で要件化すべきではない 

 

 

認定制度に関しては、認定を申請しない、あるいは申請したとしても国の認定基準に合 

致せず、認定を取得できない病院も想定されます。 

財務省は財政制度等審議会分科会（４月２８日）で、「小規模な病院を集約・再編」す

るとともに、「外来機能の統合・大規模化」をすすめ、「短期的・集中的な治療を担う病院」

と「長期的・継続的な健康管理を担うかかりつけ医」が役割を分担して、「効率的・効果

的に患者を支える体制」を構築していくことを主張しています。 

今後、「新たな地域医療構想」において「病院機能」及び「病床機能」の再編・集約化

（削減）がすすめられる中で、認定制度への申請・認定が診療報酬等で要件化されることや、

認定を受けた病院とそれ以外の病院の差別化を図ることがないようにすべきです。 

 

（文責:医療動向モニタリング小委員会委員 寺尾正之) 

 


